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事業イメージ

中小企業等に対する省エネルギー診断事業費補助金
平成30年度予算案額 12.0億円（10.0億円）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的・概要

省エネルギー診断や省エネ相談地域プラットフォームの構築など、中小企

業等の省エネを推進するためのきめ細かな支援を行います。

①省エネ診断事業

中小企業等に対し省エネポテンシャルの診断を無料で実施します。

②省エネ相談地域プラットフォーム事業

地域の専門家らが連携した省エネ相談拠点を全国に設置し、中小企業等

による省エネ取組をきめ細かく支援します。

③地域の省エネ推進情報提供事業

省エネ取組の支援窓口をポータルサイト「全国省エネ推進ネットワーク」に公

開し、省エネに関する有益な情報を発信します。

④情報提供・講師派遣事業

地方公共団体等の省エネセミナーに無料で講師を派遣します。また、省エネ

診断事例集や省エネ手法の冊子などを情報提供します。

成果目標

省エネ診断等による徹底的なエネルギー管理の実施により、平成42年

度の省エネ効果235.3万kLを目指します。

事業者

地方公共
団体等

国
民間
団体
等

補助
（定額） 民間団体等

（地域プラット
フォーム）

補助
（定額）

診断・情報提供

講師派遣

相談・対応

資源エネルギー庁
省エネルギー･新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

①省エネ診断

（省エネ診断の例）

 オフィスの空調の運用改善
 工場の廃熱の有効利用 等

計画の見直し支援等 省エネの計画の策定支援等

○運用改善・設備更新の支援
○補助金・融資制度等の案内等

フォローアップ等

ＰＤＣＡ
支援

Plan

計画

Do

実行

Check

評価

Act

改善

②省エネ相談地域プラットフォーム

③地域の省エネ情報提供

 省エネ相談地域プラットフォームや
自治体、金融機関等を省エネ支
援を行う窓口として登録。

 省エネに関する情報を発信。

（ポータルサイト）

④情報提供・講師派遣

（パンフレット）

 省エネ支援事業者が地域の専門家（商工会議所や自治体、コンサル及
び金融機関等）と協力して作る「省エネ支援の連携体」

 エネルギー使用状況の把握から省エネ計画の策定・実施・見直しまで、一
貫して中小企業の取組をきめ細かに支援
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無料 省エネ・節電診断

○無料省エネ診断および無料節電診断では、中小規模の工場及びビル等業務用施設に専門家を派遣して、省エネ・
節電のための具体的なアドバイスを行います。

○「省エネ診断」は電力や燃料・熱など「総合的な省エネ行動をサポートする」診断サービス、「節電診断」は、ビルや工場
等のピーク電力削減など「節電行動をサポートする」診断サービスです。

概要

診
断
の
流
れ

主
な
診
断
内
容

無料 省エネ診断 無料 節電診断

以下の事項について診断
①工場・ビル等における燃料や電気の使い方に関する事項
②より効率的な危機の導入、適切な運転方法見直しに関する事項
③エネルギー合理化につながる適切な設備管理、保守点検に関する
事項
④エネルギーロスに関する事項
⑤温度、湿度、照度等の適正化に関する事項 等

以下の事項について診断
①工場・ビル等における電気の使い方に関する事項
②より効率的な危機の導入、適切な運転方法見直しに
関する事項
③電力削減につながる適切な設備管理、保守点検に関
する事項
④温度、湿度、照度等の適正化に関する事項 等

●診断を希望する工場・ビル等の燃料や電気の使用状況とともに、申
し込み。
●日程を調整後、電気・熱の専門家を派遣。
●現地では、実際の設備や運転管理状況を確認し、診断結果をレ
ポートとして報告。
（現地診断：原則１日、４週間程度後に報告書発送）

●診断を希望する工場・ビル等の電気の使用状況とともに、
申し込み。
●日程を調整後、節電の専門家を派遣。
●現地では、実際の設備や運転管理状況を確認し、診断結
果をレポートとして報告。
（現地診断4時間程度、2週間程度後に報告書受領）

対
象

次のいずれかが対象です。
①中小企業（中小企業基本法で規定される事業者）
②年間のエネルギー使用量（原油換算値）が、原則として
1,500kL未満の工場・ビル等

①原則として契約電力50kW以上の高圧電力または特別高
圧電力受電者の工場・ビル等（エネルギー管理指定工場等
は除く）
②ただし、中小企業（中小企業基本法で規定される事業
者）に関しては、エネルギー管理指定工場であっても対象

一般財団法人省エネルギーセンター「平成29年度省エネ支援サービスのご案内」抜粋

2
2



○省エネルギーや節電をテーマに含む「省エネ・節電説明会」（セミナー・カンファレンス等）に無料で「講師を派遣
する」サービスです。

概要

無料 講師派遣

＜事業者向け＞
・エネルギー管理の基本
・我が国のエネルギー状況
・省エネ・節電の進め方
・省エネ・節電診断の紹介
・代表的な省エネ技術・診断事例の紹介 等

＜開催例＞
●自治体、業界団体、民間団体等が主催する設備管理者向け説明会
●自治体や地域商店会、民間組合等が主催する家庭の説明会
●教育機関やPTAが主催する説明会
●業界団体、民間団体、自治体等が主催する展示会・セミナー等の来場者向け説明会 等

対象者

主な講演内容

＜一般家庭向け＞
・地球環境と日本のエネルギー状況
・電気の省エネ
・家電製品の使い方・選び方
・衣食住の省エネ 等…
家庭での省エネ実践のための基本の講座

民間団体・自治体・公的機関等が主催する省エネ説明会が対象です。

●出席者から参加費用をいただかない説明会が対象
●総会や定期会合等に合わせて開催する説明会も対象
●講師派遣は無料。会場費その他の費用は主催者負担
●説明会の具体的な内容は打ち合わせにて決定

一般財団法人省エネルギーセンター「平成29年度省エネ支援サービスのご案内」抜粋
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「無料省エネ診断事例集２０１６年度」抜粋

（一般財団法人省エネルギーセンター発行）


